
 

 

 

 
 

 

                                             

 

 

 

 

 

募集期間 

≪新規申請団体≫令和６年 4 月 1５日（月）から 5 月 1０日（金）まで 

 

≪継続申請団体≫令和６年 4 月 1５日（月）から 5 月１７日（金）まで 
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  【問合せ・申請書類提出先】 

八尾市 こども若者部 こども若者政策課  

〒５８１-０００３ 八尾市本町一丁目１番１号（八尾市役所 本館 7 階） 

電話：０７２－９２４－３９８８   FAX：０７２－９２４－９５４８ 

mail：kodomoseisaku@city.yao.osaka.jp 

  

令和６年度    

八尾市こどもの居場所づくり事業補助金募集要領 
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 家庭環境にかかわらず、放課後を１人で過ごしたり、孤食となっている子どもが、地域の中で、安

全に安心して過ごせる居場所が必要とされていることから、八尾市では、中学校区ごとに１か所以

上の居場所の設置をめざしています。 

八尾市こどもの居場所づくり事業補助金は、子どもたちが、放課後等に食事や学習、団らんなど、

安心安全で気軽に立ち寄ることができる居場所づくりを行う事業の実施に要する経費の助成を行う

ことにより、すべての子どもたちが健やかに生活できる環境整備を促進するとともに、支援が必要

なこどもを早期に発見し、適切な支援機関につなげる仕組みをつくることによって、子どもに対す

る地域の支援体制を強化することを目的としています。 

 

 

 

 補助の対象となる事業は、相談支援や交流の場を提供することによって、子どもたちが気軽に立

ち寄り、自由に過ごし、安全に活動できる居場所づくりを行う事業とします。また、下記（１）（２）

の事業は任意とします。（必須ではありません） 

（1）食事を調理し、提供すること 

 （2）学習支援を行うこと 
 

【事業の要件】 

  以下のすべてを満たす事業を対象とします。 

（１）八尾市内で実施されるものであること。 

（２）広く居場所を必要とする子ども（18 歳までの者）を受け入れること。 

（利用者の居住地域や年齢について、対象の範囲を定める場合は、八尾市に相談してくださ

い。） 

（３）年間を通じて、月１日以上、１日あたり２時間以上実施すること。 

（４）政治的活動、宗教的活動、営利（居場所を運営する団体が販売する商品を、当該居場所で提

供することを含む）、を目的とした事業でないこと。また、文化・芸術・スポーツ等の教室

など、特定の技能の向上をめざすことや競技を目的とした事業でないこと。 

 （５）1 回あたり、おおむね子ども 10 人以上の利用が見込めること。 

   （ただし、継続申請する団体については、利用人数や取り組み内容の実績も考慮します。） 

 （６）実施時には、常駐できる責任者と、活動の補助ができる者（いずれも団体の構成員とする）

をそれぞれ１名以上配置すること。 

 （７）居場所利用中の事故やケガ、不審者の侵入防止、感染症の予防など、安全面や衛生面に十分

に配慮し、子どもたちやスタッフが安全に過ごせる環境で行うこと。 

（８）保険に加入するなど、ケガ、食中毒、損害賠償などの万が一の事故に備えること。 

 

 

 

 

 

 

１．八尾市こどもの居場所づくり事業補助金について 

２．対象事業 
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 補助対象団体は、次に掲げる要件をすべて満たす団体とします。 

 （１）八尾市内に活動拠点を有し、5 人以上の個人で構成されていること。 

（２）地域活動又は児童の支援に資する福祉活動等を実践していること。 

 （３）公序良俗に反する活動を行わないこと。 

 （４）宗教的活動又は政治的活動を主たる目的としていないこと。 

 （５）組織及び運営に関する事項を定めたものがあること。 

 （６）法人（法人格がない団体の場合は、団体の代表者）が市税等を滞納していないこと。 

 （７）当事業において、明朗な会計・経理を実施・報告できること。 

 （８）八尾市暴力団排除条例（平成２５年八尾市条例第２０号）に規定する暴力団でない団体、暴

力団員が構成員となっていない団体、又は暴力団密接関係者でないこと。 

 （９）八尾市から、団体の運営を支援する補助金等（校区まちづくり交付金、小地域ネットワーク

活動補助金など）を受けていないこと。 

 （1０）八尾市が開催する「こどもの居場所づくり連絡会議」に出席すること。 

 

「こどもの居場所づくり連絡会議」とは 

  八尾市と補助金交付団体で、団体同士の情報交換や、情報共有など地域での支援体制づくり 

  を目的と開催する会議です。年数回実施予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．対象団体 
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 補助対象となる経費は、令和６年 4 月 1 日から令和７年３月 31 日までに実施する事業に要す

るもので、以下の表に掲げるもののうち、上記期間中に支払いを完了した経費とします。 

【補助対象経費】 

経費の種類 費目 内容 

初期経費 

施設修繕費 事業開始にあたっての施設の改修費 

備品購入費 

事業を継続的に実施するために必要な家具・家電等、また

は、単価 1 万円以上（税込）のもの 

（購入前に八尾市の承認を受けたものに限ります。購入し

た備品は、備品台帳を作成し管理していただきます。） 

運営経費 

謝礼金 外部講師・ボランティアへの謝金・交通費等 

消耗品費 
事業実施において必要と認められる、単価 1 万円未満（税

込）の物品の購入費 

食材費 事業に利用する食料品の購入費 

光熱水費 実施施設の光熱水費 

印刷製本費 
チラシ・ポスター・パンフレット等の印刷費 

（印刷前に八尾市の確認を受けてください。） 

通信運搬費 連絡に要する郵便切手代やはがき等の郵送料 

保険料 利用者の傷害・賠償責任等の保険料 

使用料・賃借料 実施施設の使用料や賃借料 

食品衛生責任者 

講習受講料 
食品衛生責任者となるための講習の受講料 

備品購入費 
※上記初期経費の備品購入費と同様 

（ただし補助上限額は 3 万円） 

 

※以下の経費は、補助の対象外となります。 

・団体の運営に要する経費（団体の構成員の賃金や役員報酬、事務所の維持管理費や借上費な

ど） 

・事業に直接必要とされない経費 

・使途が特定できない経費 

・団体の構成員の親睦等のための会合に係る経費 

・補助金の申請・実績報告等にかかる経費 

・その他、補助金の趣旨にそぐわないと判断される経費 

 

 ◆本補助金以外の収入について 

  対象事業に対して、八尾市の他の補助金等を受けている場合は、この補助金を申請できません。 

  ただし、国及びその他の団体による補助金等のうち、特に八尾市が認めるものについては、併用

可能とします。 

※他の補助金等を併用する場合は、事前に八尾市に相談してください。 

※八尾市が承認した補助金等は、必ず収支予算書に「収入」として記載してください。 

４．補助期間と補助対象経費 
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●初期経費分● 

 

 

（1 年目の申請時のみ） 

10 万円 

●運営経費分● 

 

 

 
※実施日数が年間２０日未満の場合は、5,000 円×実施日数で算出した額 

＜基本額＞ 

10 万円※ 

＜事業加算額＞ 

1 日あたりの事業加算額×実施日数 

 

 補助額は、「初期経費」、「運営経費」に区分し、それぞれの補助限度額を上限として交付しま

す。 

※事業に要する支出額から、収入額を控除した額（実支出額）が、補助限度額を下回る場合は、実支出額 

が補助額となります。 

 ●初期経費● 

初期経費にかかる補助限度額は、「100,000 円」とし、１団体につき、初めて交付決定を受け

た年度に１回限り交付します。 

 

 ●運営経費● 

運営経費にかかる補助限度額は、「250,000 円」とし、「基本額」と「事業加算額」を合算した

額です。 

 

＜基本額＞ 100,000 円 

ただし、補助期間中の実施日数が 20 日未満の場合は、「5,000 円×実施日数」で算出した額 

 

＜事業加算額＞ 最大 150,000 円 

    「食事の調理と提供（※１）」・「学習支援（※２）」のいずれか又は両方を実施する場合、最大 20 日 

分加算されます。 

 ※１ 調理を伴わない食事の提供は事業加算の対象になりません。 

 ※２ 学習支援を実施する場合は、大学生や教員 OB 等のボランティアを２名以上配置すること。 

 

【事業加算額表】 

実施内容 1 日あたりの加算額 

①「食事の調理と提供」と「学習支援」を両方行う日 7,500 円 

②「食事の調理と提供」又は「学習支援」のどちらかを行う日 5,000 円 

   

 

 

 

 

  

５．補助額 

＋ 
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【募集期間】 

  新規申請団体：令和６年 4 月 1５日（月）から 5 月 1０日（金）まで 

  継続申請団体：令和６年 4 月 1５日（月）から 5 月１７日（金）まで 

  ※締切日必着 

 

【必要書類】 

 申込みに必要な書類は以下のとおりです。 

提出書類 

①補助金交付申請書 

②実施計画書 

③収支予算書 

④団体に関する調書 

⑤市民税等納付状況調査同意書 

⑥団体の規約又は会則等 

⑦団体の会員名簿（氏名・住所は必ず記載してください） 

 

【提出先】 

八尾市こども若者部こども若者政策課 

八尾市本町１－１－１（八尾市役所本館７階） 

    TEL：072-924-3988  FAX:072-924-9548 

 mail：kodomoseisaku@city.yao.osaka.jp 

【提出方法】 

 *上記提出先まで必要書類を提出してください。（電子メールでの提出も可） 

 *窓口での受付は午前９時から午後５時までです。（土日祝祭日など閉庁日を除く） 

 *郵送の場合は、申請書類発送前に、こども若者政策課にお電話で連絡をお願いします。 

 

 

6 月に申請団体の審査を行い、審査の内容及び地域バランスを考慮し、予算の範囲内で交付団体

（及び交付金額）を決定します。結果は、７月上旬ころにお知らせする予定です。交付決定後、八尾

市ホームページ等で、交付団体の名称や実施する居場所の情報（名称、実施場所、開催日時、連絡先

など）を公表します。 

 

【審査方法】 

・書類審査…申請書類の内容を審査します。 

（※継続して申請する団体は、前年度実績も審査対象とします） 

・現地調査…事業の実施場所を確認するため、現地を訪問し調査します。 

（※実地調査は新規申請又は開催場所に変更のある団体のみ。訪問以外の方法で確認できる場合は

割愛します。） 

６．募集期間・申請手続き 

7．審査・決定 
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【審査基準】 

審査項目 評価の内容 

１．有効性 
こどもの居場所づくりや子どもたちが健やかに生活できる環境整備に向け、効

果のある取り組み内容か。 

２．公益性 取組みの対象が限定されず、すべての子どもたちを対象としているか。 

３．計画性 

・取組みを実施する計画やスケジュールが適切か。 

・事業実施における必要経費の計上は妥当か。 

・取り組みの周知方法が適切か。 

４．安全性 
こどもの居場所を運営するにあたり、安全管理に十分な配慮がなされている

か。 

５．継続性 事業終了後においても継続的に活動の発展が見込める取り組みか。 

６．実施能力 

・取り組みの実施体制が整備されているか。 

・福祉活動等の活動実績は十分か。 

・自発的で熱意の見られる取り組みであるか。 

７．地域との連携 
事業の実施において、地域資源が生かされているか、地域との連携がなされて

いるか。 

 

【事業の変更】 

事業の開始後に、事業内容が変更（開催見込み回数の増減など、ただし軽微なものは除く）となる

場合は、事業計画の変更を届け出てください。 

【事業の中止・廃止】 

 事業を中止または廃止する場合は、事由発生後すみやかに届け出てください。 

 

 

 補助金の交付決定を受けた団体は、事業の実施にあたって次のことに留意してください。 

（１）参加する子どもの行き帰りの安全に配慮してください。 

（２）個人のプライバシー保護に十分配慮してください。 

（３）相談支援などをとおして支援が必要な世帯があれば、八尾市や社会福祉協議会などの機関へ

つなげてください 

（４）年度末の実績報告に向けて、事業内容の記録（写真・資料等）、対象経費の支出にかかる 

領収書等の整理を随時行ってください。 

（５）食事を調理し提供する場合及び、調理したお弁当等を配付、または宅配で子どもの自宅へ届け

る事業を行う場合は、以下の要件を満たしてください。 

・食物アレルギーのある子どもへの配慮や食中毒など、食の安全に注意すること。 

・実施施設の設備等について、保健所の指示に従うこと。 

・調理従事者の中に食品衛生責任者を置くこと。 

 

  

8．事業実施にあたっての留意事項 
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交付決定後、３か月ごとに、①事業実施状況報告および ②支出実績が確認できる書類（領収書の

コピー等）を提出してください。 

 

 

 事業終了後、速やかに実績報告を行ってください。 

 

 

 実績報告に基づき、事業内容を精査し、適正に事業が完了したと認める場合は、補助金の金額を確

定し、通知します。補助金の確定通知を受け取った後、速やかに補助金の交付請求を行ってくださ

い。請求書を受理した後、団体に対して補助金を交付します。 

 ※請求書の受理後、振り込みまでに 1 か月程度かかります。 

 

【補助金の概算払い】 

事業実施にあたって、実績報告による補助金の確定前に交付を受けなければ円滑な事業実施がで

きない場合は、補助金の交付決定後、補助金の交付決定額の一部または全額を概算払いで受け取る

ことができます。 

※実績報告により確定した補助金の額を超える金額を概算払いで受け取っている場合は、その超

過分の補助金を、実績報告後に返還していただきます。 

 

 

以下に示す内容に１つでも該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した額の全

部又は一部を返還していただきます。 

 （１）補助対象である事業を実施しないとき。 

 （２）補助対象である事業を中止し、完了する見込みがないとき。 

 （３）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

 （４）法令、条例、規則、補助金の交付の決定の内容に違反したとき。 

 （５）補助金を他の用途に使用したとき。 

 （６）補助対象行為により取得し、又は効用が増加した財産を補助金の交付の目的に反して 

使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。 

 （７）補助対象団体の要件を満たしていないとき。 

  

11．補助金の交付 

12．補助金の取り消し 

9．3か月ごとの実施報告 

10．実績報告 
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 補助金交付までの流れは以下のとおりです。詳しくは、３～7 ページをご覧ください。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

決定後、交付団体の名称や、実施する居場所の情報（名称、実施場

所、開催日時、連絡先など）を、市ホームページ等で公表します。 

補助金交付申請書類を提出 ※申請書類は 5 ページを参照 

【提出先】八尾市こども若者部こども若者政策課（八尾市役所本館 7 階） 

        八尾市本町１－１－１（八尾市役所本館７階） 

        TEL：072-924-3988  FAX:072-924-9548 

     mail：kodomoseisaku@city.yao.osaka.jp 

     電子メール、郵送、ＦＡＸによる提出も可 

 

 

① 書類審査…申請書類の内容を審査します。 

② 現地調査（新規申請又は開催場所に変更のある団体のみ）…事業

の実施場所を確認するため、現地を訪問し調査します。 

ただし、訪問以外の方法で確認できる場合は割愛します。 

事業計画書に基づく事業を実施 ～令和７年 3 月末 

 

補助金の交付（概算払い） 

※３か月毎に①事業実施状況報告（実施内容や参加者数など）と②支出実

績が確認できる書類（領収書のコピー等）を提出してください。 

※年度末の実績報告に向けて、事業内容の記録（写真・資料等）の整理を 

随時行ってください。 

※「こどもの居場所づくり連絡会議」へ出席してください。 

※事業実施にあたって、実績報告による補助金の確定

前に交付を受けなければ、円滑な事業実施ができない

場合は、補助金の交付決定額の一部または全額を概算

払いで受け取ることができます。 

概算払いで補助金を受け取る場合 事業終了後に補助金を受け取る場合 

13．手続きの流れ 

審 査 

決 定 

申 請 

交 付 

(概算払い) 

事業実施 

と 

実施報告 

決定 

審査 
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概算払いで交付した補助金の金額

と、実績報告によって確定した金額と

の差額分を交付します。 

 

※確定した補助金額を超える額を概

算払いにより交付されているときは、

その超過分を返還していただきます。 

実績報告 事業終了後すみやかに 

 

 

※事業終了後、実績報告書、収支決算書等を提出してください。実績報告に

基づき、事業内容を精査し、補助金の金額を確定・通知します。 

実績報告 

補助金の精算（交付・返還） 

 

補助金の交付 

実績報告によって確定した額の 

補助金を交付します。 

 

※翌年度に「消費税及び地方消費

税仕入控除税額報告書」を提出し

ていただきます。 

交 付 

精 算 


